
Ⅰ．は じ め に

地域振興のための方策については、その具体化、実践
において、地域振興を促す効果を生み出し、高めるため
の政策推進に着目することを不可欠とする。さらに、こ
の点とツーリズムとの関係をとらえるためには、ツーリ
ズム推進を中心とする地域振興に関わる地域的関係に関
して提示される、地域振興を促す作用において軸となる
側面、ツーリズム推進を中心とする方策の構築において
重視すべき課題に関する論点（森 2012）に着目し、政
策的観点を重視することによってそれらを深化させるこ
とが有効であると考えられる。
こうした点に関しては、多様な地域特性、地域的関係

を視野に入れることに伴い、そこで基盤となる内容を明
らかにすることが必要になるとともに、それを方策の効
果をより高めることを可能とする実践に結びつけるため
に必要な仕組みを見出すことが重要となる。また、これ
らと地域振興に関して重視すべき点との関係について
は、地域振興の対象となる地域を焦点とする地域振興の
方向性、推進のあり方が明確であること、それらをふま
えた多面的な領域に関わる効果をもたらす方策の推進を
促すことが求められるため、こうした点と政策推進、ツ
ーリズムとを関係づけることによって、より効果的な取
組みの内容、それを推進するための方策を具体化するこ
とが必要になるといえる。
特に、地域振興を促す効果を焦点とした場合、政策推

進による効果、それとツーリズムとの関係から、包括的
な政策推進の一方では、地域振興という観点から軸とな
る方策を見出すこと、また、効果を高めるためのプロセ
スを視野に入れることによって、方策の有効性を高め、
それを基により効果的な地域振興の推進を促すことが重

視される。
以上のことから、本稿では、地域振興の構造化のメカ

ニズム（森 2006）、それに関わる主体と空間（森 2008）、
ツーリズム推進と空間（森 2009）、ツーリズムを中心と
する計画推進と主体（森 2010）に関する論点をふまえ、
政策推進、ツーリズムとの関係を基に地域振興のための
方策の具体化を図り、より効果的な方策の推進への展開
を促すため、まず、地域的関係において地域振興を促す
作用の軸としてとらえられる異なった方向性（森 2012）
に関する論点について、政策的観点を重視しつつ検討す
る。次いで、政策推進による地域振興を促す効果、それ
とツーリズムとの関係に基づく政策推進において重視す
べき方策について考察し、それらをふまえて、より効果
的な取組み、実践、そのための政策推進に関わる課題に
関して考察を進める。

Ⅱ．地域振興のための方策と
政策推進、ツーリズム

地域振興を促す作用における軸、ツーリズム推進を中
心とする方策の構築において重視すべき課題に関して
は、森（2012）が地域的関係において地域振興を促す
作用の軸としてとらえられる異なった方向性を、ツーリ
ズム推進を中心とする方策の効果を生み出し、高めるた
めの仕組みに組み込むことについて提示する次の 3つ
の点に関する論点を深化させることが、政策的観点から
の有効性をより高めるために重要であると考えられる。
すなわち、第 1に、地域振興の対象となる地域、それ
を含む広域的範囲、さらには、より広域的な関わりに基
づく方策、第 2に、個々の地域から構成される地域的
範囲を対象とする場合の方策、第 3に、ツーリズム推
進の空間スケールに応じたより柔軟な地域的展開に基づ
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く方策とツーリズム推進を含む多面的な領域に関わる包
括的な方策との連関である。
第 1の点については、グローバルな関わりを含むよ

り広域的な指向性の重視、それ自体のあり方の追求、そ
れと各地域との直接的な地域的関係に着目することによ
って明らかになる方策の軸の必要性（森 2012）に関し
て、まず、地域振興の対象となる地域に関するグローバ
ルな関わり、あるいは、国、広域圏などとの関わりにお
いて焦点となる地域的関係のなかで推進されるべき地域
振興の方向性と、地域振興の対象となる地域において望
ましい領域の特性、その構築のための方策との関係に着
目することが不可欠となる。この関係は、地域振興を促
す効果を生み出し、高めるための有効な軸としての役割
を担うこととなり、こうした軸と政策推進、ツーリズム
との関係を明確にすることによって、政策推進、ツーリ
ズムとの関係に基づく効果を高めることが可能になると
考えられる。特に、地域的関係、領域に関する指向性、
相対的な重要性に関しては、地域的関係におけるより広
域的な指向性を基に、個々の領域、あるいは、複数の領
域に関わる政策全体の柱として重要な内容を抽出し、そ
れらの推進とツーリズムとの関係を焦点とすることが重
視される。
また、異なった空間スケールにおいて、政策における

ツーリズムの相対的な重要性がいずれも大きく、中心的
な位置づけをもつ、あるいは、個別の内容としての位置
づけをもつ場合には、ツーリズムを中心とする政策形成
が軸としての役割をもつことに結びつくことになるが、
国や広域圏などが主導的な役割を担い、地域振興の対象
となる地域がそのなかに位置づけられることに関して
は、地域特性に基づく地域振興の推進、その柱としての
ツーリズムが、そうした広域的な展開における適切な機
能分担を可能とする政策推進、そのための取組みが重視
される。他方、政策においてツーリズムを含む複合的な
領域の特性が中心となる場合には、そうした領域に関す
る政策推進とツーリズムとの関係が焦点となり、軸とな
る政策とツーリズムとの関係を基礎として、ツーリズム
と密接に関わる領域に関する政策におけるツーリズムの
内容およびその地域的展開と結びついた政策推進、その
ための取組みが必要となる。
複合的な領域とツーリズムとの関係については、異な

った領域間の連携を基に形成される政策推進の軸とツー
リズムとの関係において、ツーリズムがそうした連携に
おいて中心的な役割を担う地域に関しては、地域振興を
促すうえで焦点となる領域を構築するプロセスにツーリ

ズムを組み込むことが不可欠であり、その際、各領域に
おける主体の関わり方、望ましい主体のあり方の具体化
が、特に政策形成に関して重視されることになる。ま
た、異なった領域間の連携において、ツーリズム以外の
領域の重要性が相対的に大きい地域に関しては、その領
域を中心とする政策推進におけるツーリズムは、複合的
な機能連携において基盤を形成する、あるいは、補完的
な機能をもつことが必要となる。そのため、政策におい
てツーリズムがもつ効果は、複合的な機能間の連関関係
を通じて生み出され、高められることとなり、政策推進
においては、包括的な推進方策のなかで軸となる取組み
とツーリズムとの関係を明確にし、そこで重視される局
面ごとに有効な政策推進のための仕組みの構築が重要と
なる。
第 2の点については、より広域的な関わりと各地域

との間における広範な地域的関係との連関の拠点を形成
する広域的な連携の重視、対象となる広域的範囲におけ
るツーリズム推進と、ツーリズムを中心とし、広域的範
囲を焦点とする地域特性に応じた多面的な領域間の関わ
りで構築されるより広範な地域振興のための方策との関
係から見出せる地域振興を促す効果を生み出し、高める
ための方策の重要性（森 2012）に関して、こうした広
域的範囲における一体的な政策推進、そこで形成される
地域間、機能間の連携に関する拠点的機能の特性が焦点
となる。国、それを越えるグローバルな関わりのなかで
の一体的推進は、地域間、機能間での統合的、体系的な
政策内容を必要とし、ツーリズムに関しても、関わりを
もつ多様な地域に応じた適合性、合理性を指向すること
が重要となる。また、広域的範囲がもつ特性をより重視
し、多様な地域との関わりにおける固有性を焦点とする
際には、それらに基づく柔軟な政策推進が必要となり、
ツーリズムは、地域特性、地域資源、あるいは、多様な
空間スケールでとらえられるそれらの価値、魅力に応じ
た多彩な展開、推進を指向することになると考えられ
る。
この点は、対象となる広域的範囲を越えるより広域的

な地域的関係からもたらされる影響に着目することを不
可欠とする。グローバルな関わりのなかでの国、それら
と広域的範囲との間に位置づけられる広域圏などの地域
は、政策推進において異なった主導性の内容、程度をも
つため、焦点となっている拠点的機能は、地域振興の推
進、実現に適合した特性をもつことが必要になる。この
場合、広域的範囲がもつべき自律性、主体性の具体的内
容が明確であり1）、それを基盤とした取組みが重要とな
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るが、特に、ツーリズムに関しては、地域振興の推進の
ための方策、取組みとの関わりをふまえることによっ
て、広域的範囲とともに、それを形成する個々の地域に
おいて関わりをもつ主体に視点を置いた政策形成、政策
推進が重視される。
これらは、さらに、先述のような広域圏などの地域が

もつ特性との関係を視野に入れることによって、政策的
観点からの有効性を高めることが可能になると考えられ
る。すなわち、そうした関係において、経済や環境など
の領域における実態、あるいは、政策の方向性、目標と
いった点で整合性をもち得る場合には、その形成を軸と
する政策推進が指向されることとなる一方、そこに差異
が存在し、各々の特性を活かすことが必要になる場合に
は、広域圏などの地域を包括しうる政策推進の軸を明確
にするとともに、そこでの適正な機能分担に基づく取組
みを具体化し、推進することが重要になるといえる。
また、対象となる広域的範囲の方向性については、そ

れ自体の明確化、特徴づけが基本として必要であるが、
ツーリズムに関しては、地域振興にとって有効な領域間
の関係、地域的関係における適正な位置づけをもつこと
が不可欠であり、それによって、より効果的な取組みを
可能とする政策体系を構築するとともに、ツーリズム推
進の諸局面が関わる地域特性に応じた政策推進を焦点と
することが重視される。
第 3の点については、地域資源に基づく個々の拠点

的機能が統合的に拠点性の連携を形成することの重視、
個々の地域資源の固有性とその基盤となる地域特性に基
づく地域的な統合化において、そうした拠点性の連携に
よる効果を高めるための仕組みの構築が不可欠であるこ
と、個々の地域ごとのツーリズムを含むより詳細で包括
的な領域間の関係、地域振興のための新たなそれらの創
出が地域振興を促す効果をもたらすことを可能とする方
策の重視（森 2012）に関して、まず、統合的な拠点性
の連携の形成においては、個々の拠点の機能特性を明確
にし、それらの機能間の連携による効果を高めるため
に、各々の拠点の機能の強化とともに、統合的な連携に
よる機能の強化を相乗的に図り得る取組みを促すことが
重要である。これは、拠点的機能の連携において軸とな
る仕組みを構築することを必要とするが、機能間の連携
を強化するための特に主体の関わり方に関して、異なっ
た方向性をもつことに伴う問題に対して柔軟な取組みが
可能な仕組みとすることが重視されることをふまえつ
つ、政策推進との整合性を構築することが不可欠とな
る。

こうした拠点性の連携に関する地域的な統合化につい
ては、それによる効果を地域的観点から拡大させるため
の仕組みを構築することが必要となり、したがって、地
域振興の対象となる地域を焦点とする政策推進において
は、そのための多様な地域的な関わりを視野に入れた取
組みの地域的展開を具体化し、拠点性の連携と一体化さ
せることを柱とする方策が重要になると考えられる。こ
の場合、各拠点だけではなく、拠点性の連携に関して
も、関わりをもつ地域の動向、変化をふまえた地域的関
係を明確にすることが重視され、それを基に、地域振興
の対象となる地域を焦点としつつ、機能的、地域的観点
からの望ましい関係、連携の内容を具体化することが必
要である。
また、地域振興の対象となる地域における個々の地域

ごとの地域振興を促す効果については、拠点および拠点
間の連携がもたらす効果を生み出し、高めるプロセス
を、各々の地域特性に適合させつつ具体化し、地域ごと
および地域間において構築すべき領域、領域間の関係と
結びつけることが必要となる。その際には、領域におけ
るツーリズムの異なった位置づけが存在することに対
し、ツーリズムを含む包括的な領域としてとらえ、地域
ごとの多面的な地域振興の推進のための効果を焦点とす
る政策推進を促す取組みが重視される。ここでの効果に
関しては、地域ごとのさらにより詳細な地域特性に適合
した内容をもつことが不可欠であり、地域ごとおよび地
域間における適正な効果の内容を明確にすることによっ
て、そうした取組みを政策推進の観点からより効果的に
することが重要といえる。
異なった領域における効果については、地域および地

域間において包括的な地域振興にとってより有効で適正
なプロセスで生み出し、高めるための取組みとの一体化
を伴うことを必要とする。したがって、地域振興におけ
る地域ごとの異なった領域の重要性が、対象となる地域
全体で整合性をもつことが不可欠となるため、ツーリズ
ムを含む領域ごとおよび領域間の関係において軸とな
る、また、異なった領域に応じた適正な効果を生み出
し、高めることを可能とする政策推進のための主体形
成、主体の関わり方が具体的な取組みにおいて重視され
ることになる。

Ⅲ．政策推進において重視すべき方策

地域振興を促す効果については、さらに、政策推進に
よる効果を高めるための方策を具体化し、そこにツーリ
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ズムを関係づけることが必要となる。そのためには、地
域振興の対象となる地域を焦点とする政策推進におい
て、地域振興という観点から重視すべき方策に関して、
特に、方向性や具体的な取組みの内容を中心に明確に
し、地域振興を促す効果をより高めるための方策として
推進することが重視される。また、ツーリズムについて
は、そうした推進において、ツーリズムとの関係を形成
するうえで軸となる側面を抽出し、それら各々に関し
て、包括的な政策推進のなかで適切な位置づけをもつツ
ーリズム、さらには、それらをふまえることによってと
らえられる、政策推進による効果を高め、地域的観点か
らも望ましい、推進すべきツーリズムの内容およびその
地域的展開の具体化のための焦点を見出すことが求めら
れる。
この点は、包括的な政策推進において、地域振興を促

す効果を高めるためのより強い目的指向性をもち、地域
振興という観点から軸となる方策の重要性を示唆するこ
とになる。これは、政策推進において各領域に関わる重
点的な内容を中心に、地域振興の推進を焦点とした方策
としてそれ自体の体系化を促すことを伴うが、その際に
は、そうした目的指向性の追求、あるいは、そのために
必要な戦略性、実践性の具体的内容となる政策課題、そ
の設定の根拠、政策形成の方法、必要な取組み、構築す
べき推進体制、関わるべき推進主体を明確にすることが
不可欠となる。
さらに、こうした方策に関しては、特定の時点におけ

る条件に基づく内容に限定されることなく、その効果を
高めるためのプロセスの形成、展開に視野を広げ、Pforr

（2005）によるプロセス指向を焦点とするアプローチ、
Bramwell and Meyer（2007）による関係性を観点と
するアプローチなどを複合的、あるいは、包括的アプロ
ーチとしてふまえた Stevenson et al.（2008）による社
会的プロセスとしてのとらえ方、あるいは、Thomas,

R. and Thomas, H.（2005）による中小企業への着目と
いったツーリズムに関する政策形成、政策推進、それに
関わる主体の特性の重視に関する論点をふまえつつ、以
下のような異なった特性をもつプロセスの作用を、先述
のツーリズムとの関係に関して軸となる不可欠な側面と
して抽出し、それらを政策推進に結びつけることがその
有効性を高めることになると考えられる。
第 1は、政策推進において柱となる特定の内容を指

向する方策としての位置づけが相対的に優位であり、そ
れが軸となって、政策全体としての多様な効果を連鎖的
に高めるプロセスである。これは、多様な領域間におい

て、あるいは、地域的観点から包括的に効果を高めるこ
とが可能な連関関係を形成し、そこにおける諸段階を通
じて効果を高めるためのプロセスを形成し、作用させる
ことに着目することになる。この方策に関しては、こう
したプロセスにおいて、特定の内容に関して同質的な性
格をもつ効果を高めるための中核的な機能群の創出、形
成が、そこからの連関関係を通じてより一層の広範なプ
ロセスの展開を可能とすることがまず焦点となるが、次
いで、こうした展開において、特定の内容に関わる同質
的な性格をもつ効果から異なった性格をもつ効果を生み
出すことによって効果の多様化を促すこと、また、異な
った性格をもつ効果間の関係から新たな性格をもつ効果
を生み出すことが重要になるといえる。
ツーリズムについては、方策として指向する特定の内

容にツーリズムが直接結びつくことに関して、政策推進
の初期の段階から先述の中核的な機能群の創出、形成に
至るまでのプロセス、その作用、それによって効果を高
めることが焦点となり、そうした機能の強化を促すこと
によって、波及的に効果を高めることが必要となる。ま
た、そこからの展開において、ツーリズムを軸とする新
たな機能的、地域的な連関関係を形成し、効果の広範
化、多様化を促す一方、それによって生み出される異な
った性格をもつ効果を含めた多様な効果が連関、融合す
ることによって、ツーリズムがそれまで対象としてきた
効果とは異なった、新たな性格をもつ効果を生み出すこ
とが重要となる。ツーリズムと方策として指向する特定
の内容との関わりの程度は、地域がもつ条件、特性によ
って多様であるが、いずれの程度においても、ツーリズ
ムがもつ基盤となる、あるいは、補完的な機能は、効果
を高めるために不可欠であり、それが効果を高めるため
のプロセスに組み込まれた方策を構築し、推進すること
が重視される。
第 2は、政策推進において柱となる内容が複数存在

し、各々が相互に連関しつつも異なった指向性をもつ方
策であり、それら各々およびそれら相互の連関関係が軸
となって、より効果的な新たな政策展開を生み出すプロ
セスである。これに関しては、異なった内容の政策推進
の柱が、政策推進の初期の段階から相互に錯綜した連関
関係を形成し、そこから各々の内容に関わる同質的な性
格をもつ効果を高めるとともに、異なった性格の効果を
生み出し、高めるための機能群の創出、形成がまず焦点
となる。また、こうした機能群は、さらに相互の連関関
係を錯綜、深化させることによって、政策推進にとって
有効な新たな性格をもつ効果を生み出し、高めるための
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軸としての作用を促す中核的な機能をもつことが重要と
なる。さらに、こうした機能では、プロセスの進展に伴
って包括的な政策推進にとってより効果的な新たな柱を
構築することに結びつくことによって、そこからより多
様で広範な効果を生み出し、高めるための作用を促すこ
とが重視される。
ツーリズムについては、政策推進において柱となる内

容として位置づけられることに関しては、ツーリズムに
直接関わる効果、連関関係において広範に関わる効果を
高めることが焦点となる。この点は、ツーリズムがもつ
多様な効果に関して、柱となる異なった内容に関わる効
果との間で形成される多様な関係において、ツーリズム
による効果を高める作用を促すうえでの基本となるプロ
セスを見出すことを不可欠とし、そこから、政策推進全
体としての効果に結びつけるための仕組みの構築を可能
とすることが重視される。また、政策推進にとって有効
な新たな性格をもつ効果に関わる中核的な機能に関して
は、ツーリズムがそこで優位性をもつ場合には、ツーリ
ズムを中心とする機能連関から、波及的に新たな性格を
もつ効果を生み出し、高めるためのプロセスを構築する
ことが必要となる一方、ツーリズムを含む多様な内容に
関わる場合には、ツーリズム自体がもつ効果を生み出
し、高めるためのプロセスを、そうした中核的な機能の
形成につなげるための仕組みが必要となると考えられ
る。これは、ツーリズムと政策推進の柱となる内容との
関係に関して、ツーリズムの位置づけに応じたプロセス
を見出すことが不可欠であることを示唆することとな
り、その基本は、ツーリズムと政策推進の初期の段階に
おける柱となる内容との関係からの展開にも適用される
ことになる。
第 3は、多様な内容の相互の連関が政策推進を促し、

それが包括的な指向性をもつことによって、広範な効果
を生み出す方策であり、そうした連関や指向性の新たな
形成が、政策推進に伴って、その内容を柔軟に変化させ
ることを可能とするプロセスである。これに関しては、
多様な内容の相互の連関において、それらが収斂する、
あるいは、効果を高めるうえで軸となる関係を見出し、
それが包括的な指向性と一体化した広範な効果を生み出
し、高めるために有効に機能することがまず焦点とな
る。ここでは、政策推進の初期の段階から、多様な連関
におけるそうした軸の明確化が図られていることが必要
であり、そのため、政策推進の進展によって広範な効果
を生み出し、高めるためのプロセスが具体的に想定され
ていることが重視される。また、連関や指向性の新たな

形成は、政策推進との関係、政策推進自体のあり方に関
する変化を促す、あるいは、プロセスにおける多様な段
階が錯綜する程度を高めることになると考えられる。し
たがって、政策推進による効果を高めるためには、それ
らに対して、既存の連関や指向性をより柔軟にとらえら
れ、その再構築や多様な条件変化に応じた展開が可能な
プロセスを促すための方策が重要となる。
ツーリズムについては、多様な内容の相互の連関にお

いて、先述の効果を高めるうえで軸となる関係との関わ
りが焦点となる。ツーリズムによる効果に関しては、こ
の関係と一体化させることによってその重要性を高める
ことになるが、同時に、多様な内容全体との錯綜した関
係のなかにツーリズムを組み込むことによってより高め
ることを可能とするためには、多様な内容をふまえた政
策推進とツーリズムとの包括的な関係を明確にし、プロ
セスの進展に応じた諸段階ごとにそれを具体的に関係づ
けていくことが必要となる。また、連関や指向性の新た
な形成に関しては、そこでツーリズムがもつ機能が焦点
となり、政策推進におけるツーリズムの位置づけに応じ
た機能特性を具体化することが重要となる。この点は、
政策推進に伴う柔軟な展開が可能なプロセスとの関係に
密接に結びつくこととなり、こうしたプロセスの進展に
応じた柔軟なツーリズムがもつ個々の機能変化、あるい
は、機能間の関係における変化を可能とすることによっ
て、ツーリズム自体に関しては、プロセスの進展におけ
る異なった段階、局面に適合した機能をもつ多様なツー
リズムの展開を可能とするための仕組みを構築していく
ことが不可欠になるといえる。

Ⅳ．政策推進における課題

以上のような重視すべき方策については、政策推進に
関して、こうしたプロセスを政策内容の具体化に関係づ
け、組み込むことによって、より効果的な取組みを明確
にし、実践に結びつけていくことが必要であり、そのた
めには、政策推進においてそれを可能とするための課題
を明確にすることが重要といえる。特に、ツーリズムと
の関係においては、ツーリズムを焦点とする政策推進、
ツーリズムを含む包括的な政策推進双方に関してそうし
た課題の基本となる側面を具体化し、両者の関わり、そ
こで軸となる政策推進、取組みの内容、その効果を高め
るための方策を明確にすることによって、地域振興を促
すより広範な効果をもたらす方策の展開に結びつけるこ
とが可能になると考えられる。
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こうした点をふまえ、三重県における取組みをみる
と、まず、「みえの観光振興に関する条例」（2011年 10

月 20日公布・施行）に基づき、2012年 3月に三重県
農水商工部観光局観光・交流室（2012）が策定されて
いる（第 1表）2）。また、2012年 3月に三重県戦略企画
部企画課（2012）が策定されているが、これは、長期
的な視点から、三重県のあるべき姿を展望し、県政運営
の基本姿勢や政策展開の方向性を示す、2012年度から
のおおむね 10年先を見据えた県の戦略計画であり、同
時に、2012年度から 4年間の中期の戦略として、「みえ
県民力ビジョン・行動計画」が策定されている（三重県

戦略企画部企画課 2012 : 2）。三重県戦略企画部企画課
（2012）は「選択・集中プログラム」3）を提示している
が、第 2表は、そこにおける「新しい豊かさ協創プロ
ジェクト」の 1つである「世界の人びとを呼び込む観
光協創プロジェクト」、「南部地域活性化プログラム」に
ついて示している。「南部地域活性化プログラム」の対
象市町に含まれる東紀州地域においては、同地域がもつ
問題を解決するための方策に関して、地域振興、ツーリ
ズムに関わる政策や施策、計画、あるいは、さまざまな
主体による取組みが推進されている（森 2004, 2005,

2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012）。

第 1表 「三重県観光振興基本計画」（「計画の基本的な考え方」、「基本方針と目標」の概要）

1．計画の基本的な考え方
（1）計画策定の趣旨
この計画は、「みえの観光振興に関する条例」第 21条の規定に基づく基本計画として策定するものである。今後、県におい

ては、本計画により観光振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくこととする。
（2）計画の性格
この計画は、県が取り組む観光振興に関する施策等を明らかにした行政計画である。また、県、市町のほか、県民、観光事業

者、観光関係団体等それぞれが「公」を担う主体として自立し、行動することで、協働による成果を生み出し、新しいものを創
造していく、という「協創」の考え方を踏まえ、これらの各主体の力を結集し、めざすべき三重県観光の将来の姿とその実現に
向けた方向性を共有するための共通指針となるものである。
（3）計画期間
概ね 10年先を見据えつつ、平成 24（2012）年度を初年度とし、平成 27（2015）年度を目標年とする 4か年の計画とする。

2．基本方針と目標
（1）めざすべき姿
・観光産業の持続的かつ健全な発展が図られていること ・県、市町、県民、観光事業者、観光関係団体がそれぞれの役割を

担いつつ連携が確保されていること ・本県の観光資源が有する魅力を生かして県内外からの観光旅行が促進されていること
・観光旅行者の満足度の向上が図られていること ・本県の観光資源が有効に活用され、かつ、次の世代に継承が図られている
こと ・地域の環境の保全と観光旅行を促進するための環境の整備との調和が図られていること
（2）基本方針
・国内外に対する観光宣伝活動の強化 ・魅力ある観光地の形成及び人材の育成 ・観光旅行を促進するための環境の整備

（3）計画目標（目標項目と平成 27年度の目標値）
・観光消費額 5,250億円 ・観光レクリエーション入込客数 4,000万人 ・観光旅行者満足度評点 100点 ・リピート意向

率 100％ ・県内の延べ宿泊者数 800万人 ・県内の外国人延べ宿泊者数 15万人 ・観光における海外自治体等との連携事業
数（累計）10件

出典：三重県農水商工部観光局観光・交流室（2012 : 1−2, 24−27）により作成。

第 2表 「みえ県民力ビジョン・行動計画」における「世界の人びとを呼び込む観光協創プロジェクト」、「南部地域活性化プログラム」

1．世界の人びとを呼び込む観光協創プロジェクト
〔プロジェクトの構成〕
（1）実践取組 1 さまざまな主体との連携による観光 PR・誘客（式年遷宮の好機を生かした国内誘客戦略の推進）
（2）実践取組 2 海外での認知度アップによる来訪者の増加（観光 PR の強化を通じた海外誘客戦略の推進）
（3）実践取組 3 来訪を促進する観光の基盤づくり（観光産業の基盤の強化）
2．南部地域活性化プログラム
県南部では、他の地域に比べて、若者の流出などによる生産年齢人口等の減少が著しく、過疎化、高齢化が進み、財政基盤の

弱い市町も多いことから、市町と連携し「南部地域活性化プログラム」として、活性化に向けて取り組む（対象市町：伊勢市、
尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町）。
〔プログラムの構成〕
（1）実践取組 1 若者の働く場の確保、定住（市町が連携した働く場の確保、定住の促進に向けた取組、地域住民の生活の場で
ある集落を支援する取組）
（2）実践取組 2 東紀州地域の紀伊半島大水害からの復興（東紀州地域の観光や産業の振興による活性化、新たな木質バイオマ
ス供給拠点づくり）
（3）実践取組 3 総合的・横断的な事業推進

出典：三重県戦略企画部企画課（2012 : 250−253, 259−263）により作成。
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これらから、特に、先に示した政策推進における課題
に関してふまえるべき点を基に、地域振興を促す効果を
高めるための政策推進とツーリズムとの関わりに関する
次の 2つの論点を深化させることが、そうした関わり
からもたらされる効果をより高め、有効性、実践性の高
い方策、取組みの展開へと結びつけることになると考え
られる。
第 1は、政策体系全体においてそれを実現し得る仕

組みと連動した政策推進の軸を見出し、それが政策形成
から多様な実践に結びつく政策展開のプロセス全体にわ
たって機能することによって、地域振興を促す効果を高
めることが可能な方策である。これに関しては、三重県
における観光振興への取組みにみられるような地域経済
の基盤の構築や強化、地域経済振興、あるいは、ツーリ
ズムと密接に結びついた環境保全を柱とする政策展開と
いった多様な指向性を基に、政策推進において、産業、
企業の成長性や革新性、創造性の創出、向上、あるい
は、雇用の創出や確保などの地域経済に関する側面、ま
た、環境保全の考え方、動向の変化、あるいは、それを
ふまえた環境保全のための仕組みの再構築などの地域に
おける環境に関する側面、さらに、ツーリズムがもつ集
客性のあり方といった地域特性に応じたツーリズム推進
に関する側面といった重視すべき側面相互の関係が整合
し、望ましい方向へ向けるための軸となる機能が焦点に
なるといえる。
第 2は、地域的観点から、地域振興に関して、重大

で深刻な地域問題の解決が求められる地域を焦点とし、
そうした地域問題の解決に資することを基盤とするとと
もに、焦点となる地域がもつ多様な地域的関係のなかで
生み出され、高められる包括的な効果を明らかにし、さ
らにそれが軸となる地域的関係を中心に地域的に適切な
効果として具体化されることを可能とする方策である。
これに関しては、国、広域圏、地方自治体などに関する
政策推進の制度的枠組みの一方では、焦点となる地域と
地域問題の要因、地域問題の解決のための方策との関わ
りに基づき、地域的観点から柔軟で可変的な政策推進を
可能とする仕組みの構築4）を視野に入れることを必要と
する。そのため、それに適合した主体のあり方、関わり
方の明確化、具体化と主体、取組みの実態を基に軸とな
る地域的関係を見出すとともに、それに基づく適切な取
組みを明確にすること、また、焦点となる地域における
望ましい効果を包括的に具体化することが重要になると
考えられる。

Ⅴ．お わ り に

本稿では、政策推進、ツーリズムとの関係に基づく地
域振興のための方策の具体化、より効果的な方策の推進
への展開のため、まず、地域的関係において地域振興を
促す作用の軸としてとらえられる異なった方向性に着目
し、政策的観点からの有効性をより高めることを焦点と
して、ツーリズム推進を中心とする方策の効果に関する
論点を検討した。
次いで、政策推進において、地域振興という観点から

重視すべき方策について、特に、効果を高めるためのプ
ロセスに関して見出せる異なった特性をもつ作用を提示
し、ツーリズムとの関係、政策推進における有効性を中
心に考察した。さらに、政策推進における課題につい
て、地域振興を促す効果を高めるための政策推進とツー
リズムとの関わりに関する論点を提示し、考察した。
今後は、地域振興を促す効果を基に、政策推進、ツー

リズムとの関係で焦点となる地域振興のための多面的な
方策における軸を明確にし、それをより効果的な方策の
具体化、推進に結びつけることが課題となる。

注
１）この点は、地域振興において主体が形成する関係、ネ

ットワークの構造、特質、また、主体の自律性、主体
性と関わりつつ作用するメカニズムに関する論点（森
2008）との関わりの重要性を示唆する。

２）三重県では、2004年 11月に「三重県観光振興プラ
ン」が策定され、第 1期 2004年 11月～2007年度、
第 2期 2008年度～2010年度、第 3期 2011年度～
2013年度の 3期に分けて戦略展開を図ってきたが、
計画期間中に、同条例の制定および同計画の策定を行
うこととなった経緯をふまえ、第 3期への移行は行わ
ず、今後は、同計画に基づき、観光振興に関する施策
を総合的かつ計画的に推進することになっている（三
重県農水商工部観光局観光・交流室 2012 : 20）。

３）これは、「厳しい財政状況のもとで、「みえ県民力ビジ
ョン」を推進していくにあたり、特に注力すべき政策
課題として取り上げ、「行動計画」の計画期間中（4
年間）に行政経営資源を効率的かつ効果的に投入し、
課題の解決や「協創」の取組を進めるもの」とされて
おり、「緊急課題解決プロジェクト」、「新しい豊かさ
協創プロジェクト」、「南部地域活性化プログラム」か
ら構成されている（三重県戦略企画部企画課 2012 :
194）。

４）この点に関しては、日本における地域再生を軸とした
地域政策の意義、課題（髙山 2009）、地域ガバナンス
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の編成（秋山 2009）といった政策推進の方向性や実
践のための方策の構築、具体化における重要な論点へ
の着目が不可欠である。
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